福利厚生助成金交付要綱

(目　的)

第1条 　この要綱は、社団法人熊本県トラック協会（以下「協会」という。）の会員およびその従業員等が協会の指定する保養施設(以下「施設」という。)を利用するにあたり、一般会計福利厚生事業助成金をもって、その利用料の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 　助成の対象となる者は、次のとおりとする。

（1） 　協会の会員及びその従業員

（2） 　協会の職員

（3） 　前各号の家族

(助成額)

第3条 　施設利用に係る助成は、当該年度内、宿泊を伴う利用１人１回に限るものとし、助成額は次のとおりとする。

　　　　　ただし、出張に伴う宿泊は助成対象としない。

（１）　前条１，２号に規定する者　　　３，０００円

　　（２）　前条３号に規定する者　　　　　１，５００円

(補助券の交付)

第4条 　助成を受けようとする者は、あらかじめ利用しようとする施設についての保養施設利用補助券交付申請書を協会に申請のうえ、保養施設利用補助券の交付を受けるものとする。

　　　　　なお、補助券の交付については、グループ単位に１枚を交付するものとする。

(補助券の有効期間等)

第5条 　補助券の有効期間は、補助券記載の利用日限りとし、利用料は利用料金の総額から助成額を差し引いた額を施設に支払うものとする。

(助成対象施設)

第6条 　協会が指定する助成対象施設は、別にこれを定める。

(予　算)

第7条 この制度は、一般会計福利厚生事業助成金の年度予算の範囲内で、申込み順（一事業者から複数申込みも可。）に利用できるものとする。
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